
  

           

 消費者の環境意識の高まりや補助金制度や余剰電力の買い取り制度により関

心が高まっています。それに合わせ相談も多く寄せられています。 

                           

【事例１】 

  訪問販売で「電気代が安くなる。余剰電気は電力会社に売電できる」と言

われ、太陽光発電システムを３６５万円で契約をした。しかし返済期間が長

いので不安になってきた。解約したい。 

【事例２】 

  訪問販売で「安くなった光熱費でローンの支払いはできる。国や地方自治

体から補助金が受けられる」と言われ、太陽光発電システムを２８０万円で

契約した。契約後に他社と比較してみたところ高額だと分かった。解約した

い。 

 

                            

  

 アドバイス 

 

 高額な設置費用の支払いには長い期間がかかります。安くなると言われ

た光熱費や売電でローンの返済ができるか十分検討しましょう。 

 補助金の受給条件などの情報は自分で調べましょう。たとえ補助金が払

われてもローンなどの負担は残ります。複数の事業者から見積もりを取

りましょう。 

 訪問販売で契約した場合はクーリングオフが可能です。近くの消費生活

センターに相談しましょう。 


